
関係用語・定義集

医療分・後期支援分・介護分から構成される

医療分 国民健康保険税のうち、保険給付に充てるもの

後期支援分 国民健康保険税のうち、後期高齢者医療制度への拠出金に充てるもの

介護分
40歳～64歳の被保険者のみ課される国民健康保険税で、介護保険料に
充てるもの

被保険者の国民健康保険税負担に一定の限度を設けたもの
医療分、後期支援分、介護分ごとに課税限度額を設けている

国民健康保険税負担の厳しい所得の低い被保険者層について、国民健
康保険税のうち、応益分（均等割・平等割）を軽減する制度
所得に応じて、７割軽減、５割軽減、２割軽減の軽減区分を設定

国民健康保険税の算出方法で、主なものとして次の各方式がある
　〇４方式（所得割・資産割・均等割・平等割）
　〇３方式（所得割・均等割・平等割）　【あま市採用】
　〇２方式（所得割・均等割）

所得割 被保険者の所得に対して賦課されるもの

資産割 被保険者が所有する固定資産に対して賦課されるもの

均等割 被保険者１人に対し、定額が課されるもの

平等割 全加入世帯に平等に課されるもの

国民健康保険税のうち、応能分と応益分の割合

応能分 所得割と資産割の合計

応益分 均等割と平等割の合計
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